
 

 

【原子力規制委員会からの指示内容】 

  

  １．発電用原子炉施設における既存の安全系ケーブル敷設の状況について、系統間の分

離の観点から不適切なケーブル敷設の有無を調査すること。 

  ２．１．の調査の結果、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設が確認された場

合は、不適切なケーブル敷設による安全上の影響について評価するとともに、不適切

にケーブルが敷設された原因の究明及び再発防止対策を策定すること。 

３．柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設に係る工事が安全機能を有す

る設備に火災防護上の影響を与えたことと同様に、発電用原子炉施設内の工事により、

安全機能を有する設備（既に受けた許可に係るものに限る。以下同じ。）に対して、

火災防護上の影響等、安全機能に影響を与えるような工事が行われるおそれのある手

順等になっていないか、品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）を検

証すること。また、検証の結果、ＱＭＳに問題があると判断した場合には、既存の安

全機能を有する設備に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査する

こと。 

  ４．上記の結果を平成２８年３月３１日までに原子力規制委員会に報告すること。 

 ５．１．の調査の結果、不適切なケーブル敷設が確認された場合及び３．の検証の結果、 

    ＱＭＳに問題があると判断した場合は、速やかに適切な是正処置を実施し、その結 

果を遅滞なく原子力規制委員会に報告すること。 
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